
■妊娠中に注意が必要な症状

妊娠中には、特有のリスクがあるため、症状がある場合には、早めに
産婦人科を受診することをお勧めします。

以下のチェックリストは、妊娠が順調であることを確認することに
役立ちます。チェックが入らない場合には、産婦人科を受診しましょう。

《代表的な症状とリスクのある疾患》
□頭痛：妊娠高血圧症候群など

□腰痛：水腎症など
※何をしてても痛い、楽な姿勢がないような痛みがある場合

□下肢の浮腫：DVT（下肢静脈血栓症）
※片側だけ、急激に強くなる、うずくような痛みを伴う場合

チェックリスト

□赤ちゃんはよく動いているか
□お腹の張りは続いていないか
□出血はないか
□破水したような感じはないか

受診が必要な状態

・胎動がなくなった時
・お腹の張りが続いている時
・出血した時
・破水した時（水が流れる感じ）



男⼥雇⽤機会均等法により、以内の⼥性妊娠中・出産後１年労働者が
保健指導・健康診査の際に主治医や助産師から指導を受け、事業主に
申し出た場合、その指導事項を 守ることができるようにするために
必要な措置を講じることが事業主に義務付けられて います。

※措置についての詳細は、厚労省HPの掲載資料を参照して下さい。
00790074.pdf (mhlw.go.jp)

▢母性健康管理措置

▢母性健康管理指導事項連絡カード

医師・助産師からの指導内容を事業者へ伝えるためのカードがあります。

母性健康管理指導事項連絡カードの活⽤方法について｜厚生労働省
(mhlw.go.jp)

※詳細は、厚生労働省HPを参照してください。
⼥性労働者の母性健康管理等について ｜厚生労働省 (mhlw.go.jp)

■職場での措置が必要な場合の対応について

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000790074.pdf
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/josei/hourei/20000401-25-1.htm
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku05/index.html

